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４-1 ．職場の安全・安心はリスクアセスメントから

◆安全という価値とは何？

どんな企業であっても達成しておかなければ
成立しない最低限の価値

人の命、生活の安心が保てる価値
失われて初めてその大切（価値）に気付く

当たり前すぎて目に見えない安全というものに対して
真摯に向き合い、そこに自ら価値を認める

いろいろな見方がありますが一例として

正体は？



◆安全職場を目指すために脱却すべきこと
 〇 経営トップの関与が薄い

 〇 災害が起きていないから安全と思い込み

 〇 ケガは被災者の不注意のせい

 〇 職場にリスクを放置

 〇 安全かどうかをリスクの大きさで判断しない
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４-1 ．職場の安全・安心はリスクアセスメントから

経済性 高速性

大問題



「労働安全衛生法等の法令で規制されていない

＝安全」ではない

「労働災害が発生していない＝安全」ではない

⇒安全かどうかは、

リスクアセスメントの結果で判断する！
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４-1 ．職場の安全・安心はリスクアセスメントから

ポイント

◆安全の評価は？



〇労働安全衛生法第２８条の２（一般）

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、
設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動
その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結
果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による
措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するた
め必要な措置を講じるように努めなけれなならない。

〇労働安全衛生法第５７条の３（化学物質）

事業者は第５７条第１項の政令で定める物及び通知対象物
質による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
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４-1 ．職場の安全・安心はリスクアセスメントから

◆リスクアセスメントの法的位置づけは？



◆安全の定義
許容不可能なリスクがない状態

◎ポイント

■許容可能なリスクは残ってもよい。

■リスクの大きさを判断するのは「現在」。

■「現在」存在するリスクの大きさで

将来を予測できる。
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４-1 ．職場の安全・安心はリスクアセスメントから

少しおさらい

ポイント



◆リスクアセスメントとは、
リスクの大きさが許容可能か否か（安全か危険か）を判断すること
⇒言い換えれば、

リスクアセスメントをしなければ安全かどうかが判断できない。

⇒危険のある職場で労働者は働くことを望んでる？
⇒⇒No×
大きなリスクを許容可能なリスクまで低減させて、
安全・安心な場所や時間を提供する義務が事業者にはある。
労働の対価は賃金であり、

身体や健康を損なわせることは許されない！！
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４-1．職場の安全・安心はリスクアセスメントから

意識のポイント

繰り返しになりますが、
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４-1．職場の安全・安心はリスクアセスメントから

このサイト内には

リスクアセスメントに関する「情報の場」 職場のあんぜんサイトＱＲ
（リスクアセスメント）
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◆行っていただきたいその他の活動
（１）安全衛生実行計画の作成・実施

安全衛生実行計画を作成するのは、安全衛生活動における基盤。
まず、どんなことをするか、取り決めた上で、計画通りに実施してい
くことが重要です。

※計画を作成する際に盛り込むポイント
〇基本方針・・・全体で目指すべき安全衛生活動の方針を記載
〇目 標・・・基本方針を数値化した目標を設定
〇重点実施事項・・基本方針や目標を達成するために、具体的に

どんなことをするかまで落とし込んだ実施すべき事
項を提示

４-2．安全衛生活動を展開
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◆行っていただきたいその他の活動
（２）職場巡視、安全衛生パトロールの実施

職場の定期的な見回りを行い、危険要因が潜んでいないか、
チェックすることが重要です。

※職場巡視の観点／ポイント
〇危険な行動を取っている人はいないか 
〇事業場内、設備・装置は安全な状態となっているか
〇5S は徹底できているか 
〇問題を見つけたその場で指摘する
〇労働者とともに改善策を検討する
〇些細なことも指摘する 
〇指摘事項を委員会等で情報共有する

４-2 ．安全衛生活動を展開
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◆行っていただきたいその他の活動
（３）安全衛生教育の実施

労働者自身に安全衛生は重要である、必要であると認識するとともに、
自分ごととして捉えてもらうための意識向上の取り組みです。

※安全衛生教育を実施するポイント
◎受講者の立場に立ち、レベルやペースに合わせて理解を確認しな
がら進める

◎抽象的な言葉はできる限り避け、具体的な言葉を使って教える
◎なぜそれが安全衛生につながるのか、理由を教えて覚えてもらう
◎簡単なことから難しいことへ、全体から細部へと、順序立てて教
える

４-2 ．安全衛生活動を展開
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◆行っていただきたいその他の活動
（４）危険予知活動（KYK）の実施
労働災害や事故の原因となりうる、不安全行動や不安全状態（リスク
ファクタ－）を予知したり予測したりするとともに、どうすれば安全
な状態にできるか解決能力を高めるための取り組み（訓練）です。

※危険感受性を高める

（５）ヒヤリハット報告の収集
危険情報として収集すれば、将来的に起こりうる大事故のリスクを一
つでも多く減らせます。

・・・etc

４-2 ．安全衛生活動を展開
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安全衛生活動の「活動」とは？ （国語辞典）

働き動くこと。活気をもって、
または積極的に働くこと。

「活動の成果（過程）」
危険性や有害性を低減させた
安心・安全な職場を実現すること。

そのためには、災害が発生するメカニズムを理解し、
危険性や有害性を評価して低減させる手法、
リスクアセスメントの継続的な推進が必須！

４-3 ．「安全は作るもの」ということを忘れていませんか
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ポイント

◆まとめ①
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４-3 ．「安全は作るもの」ということを忘れていませんか

◆まとめ②

リスクが発生
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「活動の結果（到達点）」※目指すところ

だれもが望む、職場における労働災害が無くなる。



目次

（１）序章

（２）労働災害の発生状況等について（R6年 松山監督署 全産業 等）

（３）松山第１４次労働災害防止計画（進捗状況）

（４）「安全は作るもの」ということを忘れていませんか

（５）安全衛生行政に係るトピックス

（６）まとめ
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➀-1 熱中症対策の強化（令和７年６月１日法令改正）

もうすぐ始まります。

熱中症の法令改正
リーフレットQR
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➀-1 熱中症対策の強化（令和７年６月１日法令改正）

大幅増加
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➀-1 熱中症対策の強化（令和７年６月１日法令改正）

ポイント
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➀-1 熱中症対策の強化（令和７年６月１日法令改正）
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➀-1 熱中症対策の強化（令和７年６月１日法令改正）
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➀-1 熱中症対策の強化（令和７年６月１日法令改正）



➀-2 STOP！熱中症 クールワークキャンペーン
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➀-2 STOP！熱中症 クールワークキャンペーン
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➀-2 STOP！熱中症 クールワークキャンペーン



631物質追加
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②新たな化学物質規制-１

781物質追加



管理使用が困難な物質 ８物質 製造・使用等の禁止

自主管理が困難で有害性が高い物質 123物質 特化則、有機則等に基づく個別具体的な措置義務

濃度基準値設定物質
令和６年10月現在 67物質

 ●段階的に追加

●濃度基準値
以下にする
義務

●段階的に追加 令和７年10月施行 112物質

令和７年４月施行 631物質

令和８年４月施行 781物質

国のGHS分類により危険
性が確認された物質
令和６年10月現在

約９００物質

●ラベル表示義務
●SDS交付義務
●リスクアセスメント実施義務
●ばく露を最小限にする義務
●皮膚等障害化学物質等に対する
保護具使用義務

国によるGHS未分類物質
（危険性・有害性情報が少ない（不明が多い）物質）

○ラベル表示の努力義務
○SDS交付の努力義務
○リスクアセスメント実施の努力義務
○ばく露を最小限度にする努力義務
○皮膚へ健康障害のおそれがないことが明らかでな
い物質に対する保護具使用の努力義務

（令和９年以降も追加の可能性）

【見直し後の化学物質規制の概要】
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②新たな化学物質規制-２
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②新たな化学物質規制-３



https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen
/kag/ankgc07.htm
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②新たな化学物質規制-４

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen
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